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目

次

告

示

○
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
の
要
領

(

漁
港
漁
場

整

備

課)

…

�

公

告

○
凍
結
防
止
剤
散
布
車
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札
(

経

理

課)

…

�

○
除
雪
車
両
の
交
換
に
係
る
一
般
競
争
入
札

(

同

)

…

�

選
挙
管
理
委
員
会

○
青
森
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
十
和
田
市
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
の
効

力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
係
る
決
定

(
事

務

局)

…

�

○
公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(
同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九

年
五
月
三
十
一
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
中
泊
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
前
二
〇
七
の
三
か
ら
同
字
下
前
一
七
五
の
一
に
至
る
地
先

公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
�
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①

の
地
点
と
�
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
四
秒
五
四
四
八

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
二
秒
八
八
七
八

②
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
四
秒
五
三
七
一

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
二
秒
九
六
七
四

③
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
四
秒
六
三
六
八

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
二
秒
九
八
四
二

④
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
四
秒
〇
二
九
七

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
九
秒
二
八
三
四

⑤
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
三
秒
九
二
九
九

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
九
秒
二
六
六
六

⑥
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
三
秒
九
〇
四
九

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
九
秒
五
二
六
〇

⑦
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
三
秒
九
六
九
六

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
三
二
秒
七
〇
八
二

⑧
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
四
秒
五
六
四
〇

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
三
一
秒
九
六
三
六
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…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報������	
� �� 第2790号�

�
�
�
�



� �

⑨
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
五
秒
〇
〇
八
二

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
三
一
秒
一
七
三
四

⑩
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
五
秒
五
六
二
七

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
三
〇
秒
四
〇
六
二

⑪
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
六
秒
〇
八
三
三

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
三
〇
秒
六
九
三
〇

⑫
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
六
秒
一
五
〇
八

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
九
秒
六
四
一
〇

⑬
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
六
秒
二
〇
五
四

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
八
秒
七
八
九
五

⑭
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
六
秒
三
五
三
三

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
七
秒
九
五
〇
二

⑮
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
六
秒
二
二
四
〇

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
七
秒
〇
六
〇
五

⑯
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
六
秒
二
五
四
六

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
六
秒
七
四
三
六

⑰
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
五
秒
一
七
五
三

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
六
秒
六
六
三
一

⑱
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
五
秒
三
〇
四
九

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
五
秒
一
七
七
〇

⑲
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
五
秒
三
八
五
三

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
四
秒
三
二
六
三

⑳
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
五
秒
四
六
二
七

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
三
秒
四
七
五
〇

�
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
五
秒
五
〇
三
八

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
三
秒
〇
四
九
五

３

面
積

九
、
五
一
七
・
二
三
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
前
二
〇
七
の
三
か
ら
同
字
下
前
一
七
五
の
一
に
至
る
地
先

公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
、
ア
の
地
点
か
ら
ケ
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
ア

の
地
点
と
ケ
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ア
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
二
秒
六
九
二
三

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
二
秒
一
四
三
五

イ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
一
秒
四
二
四
四

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
四
秒
八
二
〇
五

ウ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
三
秒
七
六
七
四

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
七
秒
五
六
二
八

エ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
三
秒
二
四
五
八

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
三
二
秒
九
七
三
六

オ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
四
秒
〇
四
九
七

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
三
三
秒
一
〇
九
二

カ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
六
秒
二
九
三
五

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
三
一
秒
二
二
四
七

キ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
六
秒
六
二
〇
七

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
六
秒
五
二
八
九

ク
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
五
秒
三
三
四
三

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
六
秒
三
一
二
〇

ケ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
一
五
秒
六
八
七
五

東
経

一
四
〇
度
一
六
分
二
二
秒
六
四
八
三

３

面
積

二
二
、
七
一
七
・
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

公

告

凍
結
防
止
剤
散
布
車
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
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二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

凍
結
防
止
剤
散
布
車

三
ト
ン
級

(

二
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル)

三
台

二

納
入
期
限

平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日

三

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
十
七
年
七
月
一
日
青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

、

平
成
十
八
年
一
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
七
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

又
は

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日
青
森
県
告
示
第
六
十
三
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

の

一
の
規
定
に
よ
り
Ａ
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

入
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

購
入
物
品
又
は
こ
れ
と
同
等
の
類
似
品
に
つ
い
て
相
当
数
の
納
入
実
績
等
が
あ
る
こ
と
を
証

明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５

購
入
物
品
に
つ
い
て
迅
速
な
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
及
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
体
制
が
整
備
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

五

資
格
の
審
査
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

(

以
下

｢

申
請
書｣

と
い
う
。)

に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
部
数

二
部

３

提
出
期
限
等

�

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
平
成
十
九
年
七
月

十
八
日
ま
で
に
青
森
県
出
納
局
経
理
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
申
請
書

の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ

れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

�
の
説
明
又
は
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

�

�
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

六

入
札
説
明
書
の
交
付
等

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
出
納
局
経
理
課
物
品
調
達
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
一
〇
四

七

入
開
札
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

平
成
十
九
年
七
月
三
十
日

午
後
一
時
三
十
分

２

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

東
棟
一
階
経
理
課
入
札
室

八

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
三
回
を
限
度
と
す
る
。

九

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
免
除
す
る
も
の
と
し
、
契
約
保
証
金
は
、
青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年

三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

十

落
札
者
の
決
定
方
法

購
入
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
売
買
代
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効

な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十
一

契
約
の
締
結

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

十
二

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則
に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
を
遵
守
す
る
ほ
か
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

入
札
書
記
載
金
額

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額

(
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
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て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

十
四

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚

偽
の
事
実
の
記
載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
無
効
と
す

る
。

３

契
約
書
作
成
の
要
否

要

４

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

除
雪
車
両
の
交
換
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
と
県
所
有
の
物
品
と
の
交
換
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入

札
説
明
書
に
よ
る
。

１

ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪
車

(

二
・
六
メ
ー
ト
ル)

二
台

２

除
雪
グ
レ
ー
ダ

(

四
・
〇
メ
ー
ト
ル)

二
台

二

納
入
期
限

平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日

三

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
十
七
年
七
月
一
日
青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

、

平
成
十
八
年
一
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
七
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

又
は

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日
青
森
県
告
示
第
六
十
三
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

の

一
の
規
定
に
よ
り
Ａ
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

入
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

交
換
物
品
又
は
こ
れ
と
同
等
の
類
似
品
に
つ
い
て
相
当
数
の
納
入
実
績
等
が
あ
る
こ
と
を
証

明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５

交
換
物
品
に
つ
い
て
迅
速
な
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
及
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
体
制
が
整
備
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

五

資
格
の
審
査
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

(

以
下

｢

申
請
書｣

と
い
う
。)
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に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
部
数

二
部

３

提
出
期
限
等

�

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
平
成
十
九
年
七
月

十
八
日
ま
で
に
青
森
県
出
納
局
経
理
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
申
請
書

の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ

れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

�
の
説
明
又
は
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

�

�
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

六

入
札
説
明
書
の
交
付
等

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
出
納
局
経
理
課
物
品
調
達
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
一
〇
四

七

入
開
札
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

平
成
十
九
年
七
月
三
十
日

(

時
間
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。)

２

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

東
棟
一
階
経
理
課
入
札
室

八

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
三
回
を
限
度
と
す
る
。

九

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
免
除
す
る
も
の
と
し
、
契
約
保
証
金
は
、
青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年

三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

十

落
札
者
の
決
定
方
法

交
換
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
交
換
差
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効

な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十
一

契
約
の
締
結

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

十
二

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則
に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
を
遵
守
す
る
ほ
か
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

入
札
書
記
載
金
額

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

十
四

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚

偽
の
事
実
の
記
載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
無
効
と
す

る
。

３

契
約
書
作
成
の
要
否

要

４

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
青
森
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
十
和
田
市
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
の

効
力
に
関
し
、
十
和
田
市
西
二
十
三
番
町
六
〇
番
三
二
号
杉
山
道
夫
か
ら
提
起
さ
れ
た
異
議
の
申
出

に
対
し
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
、
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
二
百
十

五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
八
日

決

定

書

十
和
田
市
西
二
十
三
番
町
六
〇
番
三
二
号

異
議
申
出
人

杉

山

道

夫

(

六
十
七
歳)

右
異
議
申
出
人
か
ら
、
平
成
十
九
年
四
月
十
八
日
付
け
を
も
っ
て
提
起
さ
れ
た
同
年
四
月
八
日
執

行
の
青
森
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
十
和
田
市
選
挙
区
の
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い

て
、
当
委
員
会
は
、
次
の
と
お
り
決
定
す
る
。

主

文

こ
の
異
議
の
申
出
を
棄
却
す
る
。

異
議
の
申
出
の
要
旨

異
議
申
出
人

(

以
下

｢

申
出
人｣

と
い
う
。)

は
、
平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
青
森
県
議
会

議
員
一
般
選
挙
十
和
田
市
選
挙
区

(

以
下

｢

本
件
選
挙｣

と
い
う
。)

の
選
挙
の
効
力
に
関
し
、
本

件
選
挙
を
無
効
と
す
る
旨
の
決
定
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

十
和
田
市
選
挙
管
理
委
員
会

(

以
下

｢

市
委
員
会｣

と
い
う
。)

は
、
期
日
前
投
票
所
の
告
示

を
十
和
田
市
役
所
本
庁
舎

(

以
下

｢

市
本
庁
舎｣

と
い
う
。)

の
告
示
板
に
掲
示
せ
ず
、
有
権
者

に
必
要
な
決
定
事
項
を
知
ら
せ
な
か
っ
た
中
で
期
日
前
投
票
を
行
っ
た
の
は
違
法
で
あ
る
。

二

十
和
田
市
十
和
田
湖
支
所

(

以
下

｢

市
支
所｣

と
い
う
。)

で
は
本
件
選
挙
に
関
す
る
告
示
が

掲
示
さ
れ
た
が
、
期
日
前
投
票
所
と
し
て
告
示
さ
れ
た
の
は
、
市
本
庁
舎
新
館
五
階
だ
け
な
の
に
、

市
支
所
で
も
期
日
前
投
票
が
実
施
さ
れ
た
の
は
公
職
選
挙
法

(

以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

に
違
反

し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
違
法
の
下
で
実
施
さ
れ
た
期
日
前
投
票
の
総
数
は
、
三
千
九
百
十
六
票
で
あ
り
、

こ
の
票
数
は
、
本
件
選
挙
の
最
下
位
当
選
者
得
票
と
次
点
者
得
票
の
得
票
差
を
超
え
て
お
り
、
当
選

者
の
異
動
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
本
件
選
挙
は
無
効
で
あ
る
。

決

定

の

理

由

当
委
員
会
は
、
こ
の
異
議
の
申
出
を
受
理
し
、
市
委
員
会
に
対
し
職
権
で
事
実
確
認
等
の
調
査
を

行
い
、
ま
た
、
申
出
人
に
文
書
に
よ
る
反
論
の
機
会
を
与
え
る
等
し
て
慎
重
に
審
理
し
た
。

お
よ
そ
選
挙
が
無
効
と
さ
れ
る
の
は
法
第
二
百
五
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の

選
挙
が
選
挙
の
規
定
に
違
反
し
て
行
わ
れ
、
か
つ
、
そ
の
規
定
違
反
が
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う

｢

選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る｣

と
は
、
主
と
し
て
選
挙
の
管
理
執
行
の
任
に
当
た
る

機
関
が
、
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
又
は
直
接
明
文
の
規

定
に
対
す
る
違
反
は
な
く
て
も
、
法
の
基
本
理
念
で
あ
る
選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害

さ
れ
た
場
合
を
指
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、｢

選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合｣

と
は
、
当
該
選
挙
の
管
理
執
行

に
関
す
る
規
定
違
反
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
そ
の
選
挙
結
果
が
異
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
客
観
的
な
可
能
性
が
あ
る
場
合
を
い
い
、
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
規
定
違
反
の
み
で
は

そ
の
選
挙
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
規
定
違
反
が
あ
っ
て
も
、
規
定
違
反
が
な
か
っ

た
と
き
と
結
果
が
同
じ
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
選
挙
を
や
り
直
す
実
益
が
な
い
の
で

選
挙
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
本
件
異
議
申
出
理
由
に
つ
い
て
、
以
下
、
順
次
判
断
す
る
。

一

申
出
理
由
一
に
つ
い
て

当
委
員
会
が
市
本
庁
舎
の
掲
示
板
に
お
け
る
告
示
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
掲
示
板

は
、
前
面
が
ガ
ラ
ス
製
引
違
い
戸
の
四
枚
戸
と
な
っ
て
い
る
が
、
施
錠
さ
れ
て
お
ら
ず
、
掲
出
さ

れ
て
い
る
告
示
文
書
は
、
何
人
も
自
由
に
閲
覧
で
き
る
状
態
に
あ
り
、
本
件
選
挙
に
関
す
る
告
示
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文
書
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
に
、
市
委
員
会
事
務
局
職
員
が
、
当
該
告
示
文
書
を
上
下
に

少
し
ず
ら
し
て
一
纏
め
に
し
、
左
側
を
ク
リ
ッ
プ
で
と
め
て
ピ
ン
に
吊
す
方
法
で
掲
示
し
、
同
年

四
月
十
日
に
撤
去
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
提
出
を
求
め
た
本
件
選
挙
に
係
る
告
示
文

書
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
告
示
文
書
に
は
、
上
下
に
ず
ら
し
て
掲
示
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ

る
日
焼
け
に
よ
る
変
色
の
跡
が
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
は
、
本
件
選
挙
に
関
す
る
告
示
は
市
委
員

会
告
示
第
九
十
九
号
か
ら
第
百
六
号
ま
で
の
一
連
の
告
示
番
号
と
な
っ
て
お
り
、
期
日
前
投
票
所

に
係
る
告
示
は
、
市
委
員
会
告
示
第
百
三
号
の
告
示
番
号
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
告
示
だ
け
が

掲
示
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
認
め
難
く
、
こ
れ
を
覆
す
に
足
る
証
拠
も
な
い
。

二

申
出
理
由
二
に
つ
い
て

期
日
前
投
票
所
に
係
る
市
委
員
会
告
示
第
百
三
号
に
お
い
て
、
期
日
前
投
票
所
の
名
称
と
し
て

市
本
庁
舎
第
一
会
議
室
の
記
載
は
あ
る
が
、
市
支
所
ふ
る
さ
と
皆
館
多
目
的
ホ
ー
ル

(

以
下

｢

多

目
的
ホ
ー
ル｣

と
い
う
。)

が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
期
日
前
投
票
所
と
し
て
多
目
的
ホ
ー
ル
が

告
示
さ
れ
ず
に
期
日
前
投
票
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

�

多
目
的
ホ
ー
ル
は
、
市
委
員
会
に
お
い
て
、
法
の
規
定
に
基
づ
き
期
日
前
投
票
所
と
決
定
さ

れ
て
い
る
こ
と

�

十
和
田
市
が
発
行
し
て
い
る
広
報
と
わ
だ
三
月
十
五
日
号
に
折
り
込
み
し
て
全
世
帯
に
配
布

し
た
選
挙
広
報
チ
ラ
シ
に
期
日
前
投
票
所
と
し
て
多
目
的
ホ
ー
ル
を
記
載
し
て
周
知
を
図
る
と

と
も
に
、
選
挙
人
に
郵
送
し
て
い
る
投
票
所
入
場
券
の
お
知
ら
せ
欄
に
期
日
前
投
票
所
と
し
て

多
目
的
ホ
ー
ル
を
記
載
し
周
知
を
図
っ
て
い
る
こ
と

�

多
目
的
ホ
ー
ル
に
お
け
る
期
日
前
投
票
は
、
法
の
規
定
に
基
づ
き
期
日
前
投
票
管
理
者
及
び

期
日
前
投
票
立
会
人
が
選
任
さ
れ
、
適
正
な
管
理
の
下
で
特
に
混
乱
も
な
く
期
日
前
投
票
が
行

わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
多
目
的
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
期
日
前
投
票
に
お
い
て
、
特
に
選
挙
の
自
由
公
正
を
害
す
る

よ
う
な
特
段
の
事
情
は
認
め
ら
れ
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
選
挙
に
お
い
て
、
多
目
的
ホ
ー
ル
を
期
日
前
投
票
所
と
し
て
告
示
を
し

な
か
っ
た
こ
と
は
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
は

な
い
と
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
、
主
文
の
と
お
り
決
定
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
六
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
五
十
七
年
十
二
月
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
五
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
九
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
七
十
九
号
様
式
の
二

(

第
百
三
十
三
条
関
係)

注
１

名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
並
び
に
名
簿
登
載
者
の
氏
名
は
縦
書
き
と
す
る
。

２

掲
載
順
序
は
、
県
委
員
会
が
く
じ
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
上
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

青 森 県 報������	
� �� 第2790号�� �

(ふりがな)
名簿登載者の氏名

(ふりがな)
略 称

(ふりがな)
名簿届出政党等
の名称 年

月

日
執
行

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
名
簿
届
出
政
党
等
名
称
等
及
び

名
簿
登
載
者
氏
名
掲
示

市

(

町
、
村)

選
挙
管
理
委
員
会



� �

３

名
簿
登
載
者
の
氏
名
の
掲
載
の
順
序
は
、
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
順
序
に
従

い
、
右
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報平成19年６月８日 金曜日 第2790号 �� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


